
 

 

※重要  

添付書類は、オンラインと郵送を混在して提出しないようにしてください 

 

（例）経営事項審査結果通知書はオンラインで提出し、納税証明書は郵送で提出、といった方法は禁止とします。 

申請時に添付する書類 

 

以下の書類を電子申請にファイル添付又は郵送のいずれかの方法により提出してください。 

  郵送で提出する際は、次ページの注意事項を必ずご確認の上、送付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 様式 書類 摘要

1 許可通知書等（写）
申請情報と許可通知書に記載の代表者名、営業所在地に相違がある場合は、
当該変更に係る建設業法の変更届出書（写）も併せて提出

2 3 営業所一覧表 ※支店がない福岡県知事許可業者は、提出不要

3 様式第２号 (申請した業種の)工事経歴書(直前決算１年分)

「(決算後)変更届書」の様式第２号と同じもの
※実績がない場合も、申請する業種に係る工事経歴書の提出が必要です
※申請しない業種は添付不要
※福岡県知事許可業者は、経営事項審査で確認しているため添付不要

4
福岡県納税証明書(県税に未納のない証明書)
(発行後３ケ月以内のもの。写し可。)

・他県業者で、福岡県に納税義務がない業者は、その理由書（様式任意）を提
出すること
・申請時点で未納額がある場合、入札参加資格申請を行うことはできません

5

①、②、③のうちいずれか。
(発行後３ケ月以内のもの。写し可。)

消費税等納税証明書
①「様式その３」で「消費税及び地方消費税」の未納の
税額がないことの証明書

②「様式その３の２」(個人用)
　「申告所得税」及び「消費税及び地方消費税」の未納の
税額がないことの証明書

③「様式その３の３」(法人用)
　「法人税」及び「消費税及び地方消費税」の未納の
税額がないことの証明書

・「未納の税額がない」と証明されている証明書を提出すること
・ただし左記①、②、③が提出できない者は「様式その1(納税額等証明用)」でも
よいが、証明書において「未納額が０円」である旨が明記されていることが必要。
・免税業者で申告・納税を行っていない者は、その理由書　(様式任意)を提出す
ること。
・申請時点で未納額がある場合、入札参加資格申請を行うことはできません。

6 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(写し)

・法第27条の29に基づく総合評定値が記載されたものであること。

注意事項
・　原則、経営事項審査結果通知書を添付すること
・　令和６年度については、受付印が押された経営事項審査申請書（写）で
も可とする（国土交通大臣許可業者については、受付印が無いものでも可
とする）
　　ただし、3月末までに経営事項審査の結果通知書の交付を受けていな
い場合は、名簿登載に際し格付けをする基礎となる客観点数が不明である
ことから、名簿に登載されないこととなります。

7 社会保険等加入状況に係る添付資料
・添付する資料に関しては、申請要領の「社会保険等加入状況に添付する資料
について」を参照。
・経営事項審査の結果通知書を添付する場合は、省略可

8 個人住民税の特別徴収に係る添付資料

・特別徴収義務者に指定されている場合、申請日直近の「領収書の写し」又は
直近の「個人住民税特別徴収税額決定通知書等の写し」等で指定番号が確認
できる書類を添付
・詳細は、申請要領の「個人住民税の特別徴収について」を参照すること

9 障がい者雇用状況に係る添付書類
添付する資料については、申請要領の「障がい者雇用状況に係る添付書類」を
参考にすること

10 地域貢献活動評価申請書（確認書等）

・添付する資料については、申請要領の「地域貢献活動評価項目一覧表」を参
考にすること
・事前に確認（受付印）が必要なものは、担当部署に手続きを行ってくださ
い（建築指導課では、事前の確認は行っておりません、送付誤りに注意し
てください）

11 委任状 代理人が申請する場合



 

 

郵送で提出する場合の注意事項 

 

 

〇 送付先 

  〒８１２－００４４ 

  福岡市博多区千代１－２０－３１ 千代合同庁舎２階 

  経審・入札審査室 宛 

 

  ※福岡県行政書士会ではありませんので、注意してください 

  ※レターパック、簡易書留など配達記録がわかる手段で送付をお願いします 

 

〇 申請書控えを添付する 

  会場に届いた書類と電子申請を突合する必要があるため、電子申請送信後、システムから申請書控

えを印刷し、送付する書類に必ず添付してください。 

  申請書控えの印刷方法は以下の①、②のいずれかにより可能です。 

 

① 送信完了画面から印刷する方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送信完了後、「申請書控え保存」

をクリックすると、申請書控えをダ

ウンロードすることができます

申請書控えを印刷し、郵送で提

出する書類に一緒に同封してくだ

さい



 

 

② 申請履歴から印刷する方法 

 

 
システムトップページから申請

履歴の「詳細」をクリックする

「表示」をクリックすると、申請

書データがダウンロード可能

印刷して、送付する書類に必

ず同封してください

詳細画面に遷移します


